別記様式１０号
市町村民税未申告者に係る非課税者及び
申告義務を免除されている者に該当する旨の申告書
患者又は患者と同一の医療保険に加入する者（支給認定基準世帯員）は、地方税法の規定による市町村民税が課されない者又は市町村等の条例に基づき当該市町村民税が免除されている者であって、かつ、市町村等の条例により地方税法上の申告義務を免除されている者に該当するため、税制上の申告をせず※1に指定難病の医療給付に係る所得区分が「低所得Ⅱ」※2になることに同意します。
さいたま市長殿
　　　年　　　月　　　日
	申請者氏名
	


　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
※１　税制上の申告及び各種年金・手当等の収入状況を申告することで、支給認定基準世帯員が非課税かつ申請者の合計所得金額、公的年金等収入額及び遺族年金・障害年金等の合計が８０万９千円以下であることが確定した場合は、「低所得Ⅰ」※2に該当する可能性があります。
※２　各所得区分に応じた自己負担上限月額は下表のとおりです（世帯按分及び人工呼吸器等装着者等の特例該当者を除く）。
	申請者の合計所得金額、公的年金等収入額及び遺族年金・障害年金等の合計が８０万９千円以下
	低所得Ⅰ
	２,５００円

	申請者の合計所得金額、公的年金等収入額及び遺族年金・障害年金等の合計が８０万９千円超
	低所得Ⅱ
	５,０００円


